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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】体腔内に挿入される挿入部の基端に把持部が設
けられ、電池の装填部及び内視鏡電気駆動部のＯＮ・Ｏ
ＦＦを操作する操作スイッチが把持部に設けられた内視
鏡装置において、電池蓋及び／又は挿入部基端の着脱コ
ネクタのロック機構を合理的に構成して、安全性及び簡
素性を向上した装置を提供する。
【解決手段】操作スイッチ４０、蓋ロック部材５０、ロ
ック穴２２ａ及び係合突起１１ａ等により、把持部本体
２０に設けられた電池装填部２１の電池蓋２２の開放を
阻止するロック機能、及び／又は挿入部の着脱コネクタ
１１の離脱を阻止するロック機能を有したロック機構が
構成される。このロック機構は内視鏡電気駆動部のＯＮ
・ＯＦＦを操作する操作スイッチ４０の動作によりロッ
ク操作され、少なくとも内視鏡電気駆動部のＯＮ状態で
ロック状態とされる。これにより体腔内観察時に電池蓋
の開放、着脱コネクタの離脱を阻止する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体腔内に挿入される挿入部の基端に把持部が設けられてなり、電池の装填部、及び当該
電池を電源とした内視鏡電気駆動部のＯＮ・ＯＦＦを操作する操作スイッチが、前記把持
部に設けられた内視鏡装置において、
　前記装填部の電池蓋を開放阻止するようにロックする機能、及び／又は前記挿入部の着
脱コネクタを前記把持部から離脱阻止するようにロックする機能を有したロック機構が設
けられ、
　前記ロック機構は、前記操作スイッチの動作によりロック操作され、少なくとも前記Ｏ
Ｎが選択されている状態でロック状態とされるように構成されたことを特徴とする内視鏡
装置。
【請求項２】
　前記内視鏡電気駆動部として体腔内を照明するための光源素子を備えることを特徴とす
る請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記内視鏡電気駆動部として、体腔内の像を撮像するための撮像素子と、前記撮像素子
により撮像した像を表示出力するための表示素子を備えることを特徴とする請求項１又は
請求項２に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記ロック機構は、前記操作スイッチからロック対象の前記電池蓋又は着脱コネクタま
での範囲に亘って機械的機構により構成されていることを特徴とする請求項１から請求項
３のうちいずれか一に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記ロック機構は、前記操作スイッチにより動作する電気アクチュエーターを含み、当
該電気アクチュエーターの動力によりロック対象の前記電池蓋又は着脱コネクタをロック
することを特徴とする請求項１から請求項３のうちいずれか一に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記ＯＮが選択されている状態でロック状態とされる第１段階と、前記ＯＦＦが選択さ
れている状態でロック状態とされる第２段階と、前記ＯＦＦが選択されている状態でロッ
ク解除状態とされる第３段階とを、前記操作スイッチにより選択可能に構成されたことを
特徴とする請求項１から請求項５のうちいずれか一に記載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体の管腔内等に挿入されて生体組織を観察するために内視鏡が利用されている。一般
に内視鏡装置は、被験者の体腔内に挿入される挿入部と、挿入部の基端に設けられる把持
部とを備え、把持部に操作スイッチ類が設けられる。さらに特許文献１に記載されるよう
に把持部に照明や、設けられる場合は撮像素子、表示素子を駆動するための電池の装填部
が設けられる。
　特許文献１に記載の内視鏡装置にあっては、バッテリーの脱落を防止するためにバッテ
リー蓋をロックするロック機構が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１９２９３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　ところで、内視鏡装置によって体腔内を観察している時に照明、撮像素子又は表示素子
への給電が停止するなどして観察像が得られなくことは好ましくないが、把持部にこれら
の電源用の電池の装填部が設けられている内視鏡装置にあっては、観察中に電池の装填部
は把持部とともに動かされるし、電池蓋に術者の手や周囲の物が触れる可能性があるため
、電池蓋が開き電池が離脱して給電が停止するおそれがある。また、電池が落下すること
も好ましくない。
　他方、内視鏡装置の体内への挿入部は、汚染や感染対策、滅菌、消毒などの煩雑な作業
や管理の負担を低減するなどの目的により、把持部に挿入部を着脱可能として挿入部を単
回使用品としたいとの要望もある。挿入部を把持部に対して着脱式とした内視鏡装置によ
って体腔内を観察している時に、把持部から挿入部が外れてしまうことも観察像が得られ
なくなったり、挿入部の基端部や把持部が落ちたりする原因となり好ましくない。
　特許文献１に記載の内視鏡装置にあっては、電池蓋のロック機構が設けられているが、
ロック操作と照明等をＯＮにする操作とが連携しておらず、ロックせずに照明等をＯＮに
して観察を開始してしまうおそれが高く、照明等のＯＮ操作までにロックすることを使用
者に習慣化させることが難しい。また、特許文献１に記載の内視鏡装置にあっては、電池
を装填する、電池蓋を閉める、電池蓋をロックする、照明等をＯＮ操作する、といった一
連の操作の手順が多くて煩雑である。
【０００５】
　本発明は以上の従来技術における問題に鑑みてなされたものであって、体腔内に挿入さ
れる挿入部の基端に把持部が設けられてなり、電池の装填部及び当該電池を電源とした照
明等の内視鏡電気駆動部のＯＮ・ＯＦＦを操作する操作スイッチが把持部に設けられた内
視鏡装置において、電池蓋及び／又は挿入部基端の着脱コネクタのロック機構を合理的に
構成して、安全性及び簡素性を向上し、内視鏡装置を安価に提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の課題を解決するための請求項１記載の発明は、体腔内に挿入される挿入部の基端
に把持部が設けられてなり、電池の装填部、及び当該電池を電源とした内視鏡電気駆動部
のＯＮ・ＯＦＦを操作する操作スイッチが、前記把持部に設けられた内視鏡装置において
、
　前記装填部の電池蓋を開放阻止するようにロックする機能、及び／又は前記挿入部の着
脱コネクタを前記把持部から離脱阻止するようにロックする機能を有したロック機構が設
けられ、
　前記ロック機構は、前記操作スイッチの動作によりロック操作され、少なくとも前記Ｏ
Ｎが選択されている状態でロック状態とされるように構成されたことを特徴とする内視鏡
装置である。
【０００７】
　請求項２記載の発明は、前記内視鏡電気駆動部として体腔内を照明するための光源素子
を備えることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置である。
【０００８】
　請求項３記載の発明は、前記内視鏡電気駆動部として、体腔内の像を撮像するための撮
像素子と、前記撮像素子により撮像した像を表示出力するための表示素子を備えることを
特徴とする請求項１又は請求項２に記載の内視鏡装置である。
【０００９】
　請求項４記載の発明は、前記ロック機構は、前記操作スイッチからロック対象の前記電
池蓋又は着脱コネクタまでの範囲に亘って機械的機構により構成されていることを特徴と
する請求項１から請求項３のうちいずれか一に記載の内視鏡装置である。
【００１０】
　請求項５記載の発明は、前記ロック機構は、前記操作スイッチにより動作する電気アク
チュエーターを含み、当該電気アクチュエーターの動力によりロック対象の前記電池蓋又
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は着脱コネクタをロックすることを特徴とする請求項１から請求項３のうちいずれか一に
記載の内視鏡装置である。
【００１１】
　請求項６記載の発明は、前記ＯＮが選択されている状態でロック状態とされる第１段階
と、前記ＯＦＦが選択されている状態でロック状態とされる第２段階と、前記ＯＦＦが選
択されている状態でロック解除状態とされる第３段階とを、前記操作スイッチにより選択
可能に構成されたことを特徴とする請求項１から請求項５のうちいずれか一に記載の内視
鏡装置である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、体腔内に挿入される挿入部の基端に把持部が設けられてなり、電池の
装填部及び当該電池を電源とした照明等の内視鏡電気駆動部のＯＮ・ＯＦＦを操作する操
作スイッチが把持部に設けられた内視鏡装置において、当該操作スイッチの動作によりロ
ック操作される電池蓋及び／又は挿入部の着脱コネクタのロック機構が設けられるから、
ロック機構の操作部材を別途設ける必要がなく把持部の構成が簡素化され安価に構成可能
となり、共通の操作スイッチにより内視鏡電気駆動部のＯＮ・ＯＦＦ操作とロック機構の
ロック操作を行うことができ、操作性も簡素化する。
　さらに、照明等の内視鏡電気駆動部のＯＮが選択されている状態ではロック状態とされ
るから、照明等の内視鏡電気駆動部をＯＮにして体腔内を観察している時に電池蓋の開放
及び／又は挿入部の着脱コネクタの離脱を阻止でき、安全性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る内視鏡装置の斜視図で、ロック解除・ＯＦＦ状態を示
す。
【図２】本発明の一実施形態に係る内視鏡装置の部分斜視図で、ロック解除・ＯＦＦ状態
、電池蓋半開状態、着脱コネクタ離脱状態を示す。
【図３】本発明の一実施形態に係る内視鏡装置の把持部筐体内部を透視して描いた部分斜
視図で、ロック解除・ＯＦＦ状態、着脱コネクタ離脱状態を示す。
【図４】本発明の一実施形態に係る内視鏡装置の部分斜視図で、ロック・ＯＮ状態を示す
。
【図５】本発明の一実施形態に係る内視鏡装置の把持部筐体内部を描いた部分斜視図で、
ロック・ＯＮ状態を示す。
【図６】本発明の他の一実施形態に係り、操作スイッチによる３段階の切替を説明するた
めの模式図であり、(a1)は第３段階の操作スイッチの模式図、(a2)は第３段階の底部カム
の模式図、(b1)は第２段階の操作スイッチの模式図、(b2)は第２段階の底部カムの模式図
、(c1)は第１段階の操作スイッチの模式図、(c2)は第１段階の底部カムの模式図である。
【図７】本発明の他の一実施形態に係り、操作スイッチによる電池蓋のロック機構を説明
するための模式図である。
【図８】本発明の他の一実施形態に係る内視鏡装置の把持部の側面図で、電池蓋の全開状
態を示す。
【図９】本発明の他の一実施形態に係り、電気アクチュエーターの動力によりロックする
ロック機構の電気回路部分の基本的な構成を示す回路図である。(a)は、電気アクチュエ
ーターをソレノイドとした場合、(b)は電気アクチュエーターを電動モーターとした場合
を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に本発明の一実施形態につき図面を参照して説明する。以下は本発明の一実施形態
であって本発明を限定するものではない。
【００１５】
　本実施形態の内視鏡装置１は、図１から図５に示すように挿入部１０と、把持部本体２
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０と、接眼部３０と、操作スイッチ４０と、蓋ロック部材５０とを備えて構成されている
。把持部本体２０には電池装填部２１が設けられている。
　挿入部１０は、体腔内に挿入される部分で、光ファイバーを内装した長尺で可撓性の本
体を有し、基端部に設けられた着脱コネクタ１１を介して把持部本体２０に接続される。
　挿入部１０の先端から得られた像が接眼部３０で観察可能に構成されている。本実施形
態の内視鏡装置１は、挿入部１０に光ファイバーを利用した細径の内視鏡に係るが、内視
鏡の体内像を取得し出力するための技術要素は特に限定されるものではない。
　なお、図中に直交３軸Ｘ－Ｙ－Ｚを示す。Ｘ方向は、着脱コネクタ１１の接続部から接
眼部３０へ向かう方向で、把持部本体２０の長手方向に一致するとともに、把持部本体２
０に接続された挿入部１０の基端における光軸方向に一致する。把持部本体２０の幅方向
がＹ方向、厚み方向がＺ方向である。
【００１６】
　本実施形態に係る把持部本体２０は、角部に丸みを帯びた箱状の形態を有する。把持部
の形態は限定されるものではなく、挿入部の基端に対して一体的に設けられ、把持部の位
置、方向を操作することで、挿入部の基端の位置、方向を操作することができる部分であ
れば足りる。
【００１７】
　把持部本体２０に設けられた電池装填部２１の電池を出し入れする開口部は、電池蓋２
２によって蓋われる。本実施形態ではヒンジ式の電池蓋２２を開けることで電池装填部２
１に対する電池の出し入れが可能となる。適用される電池は、一次電池、二次電池等の種
類を問わない。
【００１８】
　図２に示すように、電池蓋２２の側端面にロック穴２２ａが設けられている。電池蓋２
２のヒンジ軸がＸ方向であり、ロック穴２２ａが設けられる電池蓋２２の側端面がＹＺ面
に平行な面である。ロック穴２２ａの深さ方向がＸ方向となる。
【００１９】
　一方、蓋ロック部材５０は、Ｘ方向にスライド自在にして把持部筐体２３に保持されて
いる。蓋ロック部材５０をＸ軸の正の方向にスライドさせると、蓋ロック部材５０のロッ
ク端部５１は把持部筐体２３から電池装填部２１の開口部に突出し、電池蓋２２が閉じら
れた状態におけるロック穴２２ａに嵌入される。
【００２０】
　蓋ロック部材５０のＸ軸の負の方向の端部は操作端部５２となっており、把持部筐体２
３から露出するとともにＹ軸の正の方向に曲げ形成され操作スイッチ４０の外周部に臨ん
でいる。
　操作端部５２を指などで触れて直接操作することができる。操作端部５２を押すことに
よりＸ軸の正の方向にスライドさせることができ、操作端部５２を引くことによりＸ軸の
負の方向にスライドさせることができる。操作端部５２をＸ軸の負の方向に引き易くする
ために、操作端部５２は把持部本体２０のＹ軸の負の方向の端面においても一部露出して
いる。
【００２１】
　操作スイッチ４０及び着脱コネクタ１１は、把持部本体２０のＸ軸の負の方向の端面に
配置されている。操作スイッチ４０が、把持部本体２０に接続された着脱コネクタ１１と
、蓋ロック部材５０の操作端部５２との間に挟まれ、これら３者がＹ方向に並んだ配置で
ある。
　操作スイッチ４０は、Ｘ軸に平行な自身の中心軸回りに回動する方式のスイッチ部材で
ある。
　操作スイッチ４０のＸ軸の負の方向の端部には、つまみ４１が形成されている。操作ス
イッチ４０の外周部には、蓋ロック部材５０に対する押え部４２ａ及び開放部４２ｂと、
着脱コネクタ１１に対する押え部４３ａ及び開放部４３ｂがそれぞれ異なる角度範囲に形
成されている。
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【００２２】
　図３に示すように操作端部５２の先端部５２ａが押え部４２ａ及び開放部４２ｂに対し
てＸ方向に重なる範囲まで及んでいる。開放部４２ｂは、押え部４２ａに対してＸ軸の負
の方向に凹んだ形状に形成されており、把持部本体２０との間に蓋ロック部材５０をスラ
イド可能にするための隙間を保持する。
　操作スイッチ４０の操作角度に従って押え部４２ａがこの先端部５２ａに重なるとき、
蓋ロック部材５０は、ロック端部５１を突出させた状態で押え部４２ａによって押えられ
動作不能に保持される（図４、図５参照）。操作スイッチ４０の操作角度に従って開放部
４２ｂがこの先端部５２ａに重なるとき、蓋ロック部材５０はスライド可能にされるとと
もに、必要以上にスライドしたり、外れ落ちたりしないように開放部４２ｂによって規制
される（図１，２，３参照）。
　開放部４２ｂと押え部４２ａとの間には傾斜部４２ｃが形成されている。傾斜部４２ｃ
は、操作スイッチ４０の回動により、先端部５２ａに重なる部分が開放部４２ｂから押え
部４２ａに変遷する過程において、蓋ロック部材５０の操作端部５２が突出していればこ
れを押し込む。
【００２３】
　着脱コネクタ１１の操作スイッチ４０に対向する部分には、係合突起１１ａが形成され
ている。
　着脱コネクタ１１が把持部本体２０に接続された状態で、操作スイッチ４０の回動によ
り押え部４３ａが係合突起１１ａを押えることにより、着脱コネクタ１１を把持部本体２
０から離脱阻止するようにロックする（図４、図５参照）。そのため、係合突起１１ａが
Ｙ軸の負の方向に突出しており、押え部４３ａが操作スイッチ４０の径方向に突出してお
り、押え部４３ａの下面（Ｘ軸の正の方向の端面）が、着脱コネクタ１１が把持部本体２
０に接続された状態における係合突起１１ａの上面（Ｘ軸の負の方向の端面）とＸ軸につ
いてほぼ一致する位置である。Ｘ方向に見て押え部４３ａと係合突起１１ａとが一部重な
り、押え部４３ａが係合突起１１ａの離脱方向側に接して係合突起１１ａを押えることで
着脱コネクタ１１を離脱阻止するようにロックする。
　開放部４３ｂは、以上の押え部４３ａのような係合突起１１ａに干渉する部分が無く、
操作スイッチ４０の回動により開放部４３ｂが係合突起１１ａに対向する位置に配置され
たときには、着脱コネクタ１１の着脱が自由である。
【００２４】
　図３及び図５に示すように、操作スイッチ４０の回動によるＯＮ・ＯＦＦ操作は、操作
スイッチ４０に連結された底部カム４４を介して電気スイッチ部品４５を操作することに
よって行われる。
　電気スイッチ部品４５は、スイッチ可動部４５ａが突出するようにバネにより支持され
た押下式のものであり、押下時にＯＮ（導通）、開放時（突出時）にＯＦＦ（非導通）と
なる。
　電気スイッチ部品４５は、Ｘ軸の正の方向にスイッチ可動部４５ａが押下されることで
ＯＮとなるように配置されている。底部カム４４はＸ軸に対して傾斜した底面４４ａを有
する。底部カム４４の回転中心から離れた位置でスイッチ可動部４５ａが底面４４ａに当
接しており、底部カム４４が操作スイッチ４０と一体に回動することで、スイッチ可動部
４５ａを押下若しくは開放して電気スイッチ部品４５をＯＮ・ＯＦＦ操作する。
　なお、底部カム４４及び押下式の電気スイッチ部品４５に代えて、ロータリー式の電気
スイッチ部品を適用し、その回転可動部を操作スイッチ４０に連結して実施しても良い。
【００２５】
　電気スイッチ部品４５は、電池装填部２１に装填された電池を電源とした内視鏡電気駆
動部のＯＮ・ＯＦＦを操作するスイッチとして電気回路に組み込まれている。
　内視鏡電気駆動部としては、照明装置の光源素子や（設けられる場合は撮像素子、表示
素子）その駆動回路が該当する。ここで、照明装置は体腔内を撮像するためのものであり
、その光源素子としては挿入部１０の先端部から照射する照明光の光源となるＬＥＤ等の
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発光素子が該当する。
　挿入部１０により得られた体腔内の像を、接眼部３０に光学系のみによって導く場合に
は、撮像素子や表示素子は設けられない場合もある。挿入部１０により得られた体腔内の
像を撮像素子（例えばＣＣＤ）で撮像してこの撮像した像を表示素子（例えばＴＦＴ液晶
）に表示出力させて観察できるようにしてもよい。その場合、表示素子の表示画面を把持
部の外装に設置して観察できるようにしてもよいし、表示素子の出力画像が接眼部３０を
介して観察できるようにしてもよい。接眼部３０と、外装に設置した表示画面の双方を採
用してもよい。
　照明装置が設けられない場合としては、赤外線カメラを適用する場合が挙げられる。
【００２６】
　次に、本実施形態の内視鏡装置の使用手順につき説明する。
　電池装填部２１に電池を装填し、電池蓋２２を閉める。
　一方、着脱コネクタ１１を把持部本体２０に接続する。
　次に、押え部４２ａが蓋ロック部材５０を押え、押え部４３ａが係合突起１１ａを押え
るように操作スイッチ４０をつまんで回動させる。ことのき、電気スイッチ部品４５はＯ
Ｎとされ、本内視鏡装置は、体腔内を観察することできるように稼動する。また、蓋ロッ
ク部材５０は、スライドしてロック穴２２ａに嵌入する。
【００２７】
　その後、操作スイッチ４０を反対方向に回して、蓋ロック部材５０に対して開放部４２
ｂが配置され、係合突起１１ａに対して開放部４３ｂが配置され、電気スイッチ部品４５
がＯＦＦとされた状態とすることができ、これにより、着脱コネクタ１１を外したり、蓋
ロック部材５０を指等でスライドさせることでロック端部５１をロック穴２２ａから離脱
させて電池蓋２２を開けたりすることができる。操作スイッチ４０を回しただけでは、ロ
ック端部５１はロック穴２２ａから抜けていないから電池蓋２２のロックは維持され、着
脱コネクタ１１の着脱作業時等に不意に電池蓋２２が開放されることを防止でき、挿入部
１０の交換が必要で電池の交換が不要である時にも対応できる。特に挿入部１０を単回使
用品とした場合には、電池の１交換サイクル中に頻繁に挿入部１０が交換される使用状況
が予測される。
【００２８】
　以上説明したように本実施形態にあっては、操作スイッチ４０、蓋ロック部材５０、ロ
ック穴２２ａ、係合突起１１ａなどにより、電池装填部２１の電池蓋２２を開放阻止する
ようにロックする機能、及び挿入部１０の着脱コネクタ１１を把持部から離脱阻止するよ
うにロックする機能を有したロック機構が設けられている。電池蓋２２をロックする機能
と、着脱コネクタ１１をロックする機能とは、いずれか一方のみを実施してもよい。
　また以上説明したように本ロック機構は、操作スイッチ４０の動作によりロック操作さ
れるものであり、少なくとも操作スイッチ４０により内視鏡電気駆動部のＯＮが選択され
ている状態ではロック状態とされる。すなわち、内視鏡電気駆動部のＯＮが選択される範
囲では必ずロック状態にある。体腔内の観察時にロック状態を確保するためである。ロッ
ク解除状態は、内視鏡電気駆動部のＯＦＦが選択される範囲の全部又は一部に設ける。操
作スイッチの動作過程において、ロック状態とロック解除状態との切り替わり位置は、Ｏ
ＮとＯＦＦの切り替わり位置と一致している必要は無い。
【００２９】
　以上の実施形態の内視鏡装置によれば、体腔内に挿入される挿入部１０の基端に把持部
（本体２０）が設けられてなり、電池の装填部２１及び当該電池を電源とした照明等の内
視鏡電気駆動部のＯＮ・ＯＦＦを操作する操作スイッチ４０が把持部に設けられた内視鏡
装置において、当該操作スイッチ４０の動作によりロック操作される電池蓋２２及び挿入
部１０の着脱コネクタ１１のロック機構が設けられるから、ロック機構の操作部材を別途
設ける必要がなく把持部の構成が簡素化され安価に構成可能となり、共通の操作スイッチ
により内視鏡電気駆動部のＯＮ・ＯＦＦ操作とロック機構のロック操作を行うことができ
、操作性も簡素化する。
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　さらに、照明等の内視鏡電気駆動部のＯＮが選択されている状態ではロック状態とされ
るから、照明等の内視鏡電気駆動部をＯＮにして体腔内を観察している時に電池蓋２２の
開放及び挿入部１０の着脱コネクタ１１の離脱を阻止でき、安全性が向上する。
【００３０】
　以上の実施形態では、内視鏡電気駆動部のＯＮが選択されている状態でロック状態とさ
れる段階と、内視鏡電気駆動部のＯＦＦが選択されている状態でロック解除状態とされる
段階とからなる２段階が実現され、操作スイッチ４０によって相互に切替可能である。
　さらに以下のように、３段階を実現してもよい。
　すなわち、内視鏡電気駆動部のＯＮが選択されている状態でロック状態とされる第１段
階と、内視鏡電気駆動部のＯＦＦが選択されている状態でロック状態とされる第２段階と
、内視鏡電気駆動部のＯＦＦが選択されている状態でロック解除状態とされる第３段階と
を、操作スイッチにより選択可能に構成されたものである。その一例につき図６を参照し
て説明する。
【００３１】
　図６(a1)(b1)(c1)に示す操作スイッチ１４０は、上述の操作スイッチ４０と同様に中心
軸回りに回動する方式のスイッチ部材であるが、着脱コネクタ１１に設けられる係合突起
１１ａを押える押え部１４３ａの周方向長さが比較的長くされたものである。押え部１４
３ａが係合突起１１ａに重なる状態で、着脱コネクタがロック状態となる。図６(b1)(c1)
に示すように、操作スイッチ１４０の一定の回動角においてロック状態を維持できる。図
６(a1)では、ロック解除状態である。
　図６(a2)(b2)(c2)に示す底部カム１４４は、上述の底部カム４４と同様の原理でスイッ
チ可動部４５ａを押下するものであり、これにより内視鏡電気駆動部のＯＮ・ＯＦＦが操
作される。ＯＮ範囲をＮ、ＯＦＦ範囲をＦで示した。
【００３２】
　図６(a1)(b1)(c1)に示す操作スイッチ１４０の角度状態は、順に図６(a2)(b2)(c2)に示
す底部カム１４４の角度状態に対応している。
　図６(a1) (a2)に示す角度では、押え部１４３ａが係合突起１１ａから外れているので
ロック解除状態であるとともに、スイッチ可動部４５ａがＯＦＦ範囲ＦにあるのでＯＦＦ
であり、上掲の第３段階が実現される。なお、併せて実施する場合は、開放部４２ｂが先
端部５２ａ上に配置される。　　
　図６(b1) (b2)に示す角度では、押え部１４３ａが係合突起１１ａに重なっているので
ロック状態であるとともに、スイッチ可動部４５ａがＯＦＦ範囲ＦにあるのでＯＦＦであ
り、上掲の第２段階が実現される。なお、併せて実施する場合は、押え部４２ａが先端部
５２ａ上に配置される。
　図６(c1) (c2)に示す角度では、押え部１４３ａが係合突起１１ａに重なっているので
ロック状態であるとともに、スイッチ可動部４５ａがＯＮ範囲ＮにあるのでＯＮであり、
上掲の第１段階が実現される。なお、併せて実施する場合は、押え部４２ａが先端部５２
ａ上に配置される。
【００３３】
　図６(a1) (a2)に示す角度から操作スイッチ１４０を時計回りに回すことで、第３段階
（ロック解除・ＯＦＦ）→第２段階（ロック・ＯＦＦ）→第１段階（ロック・ＯＮ）と切
り替えることができ、図６(c1) (c2)に示す角度から操作スイッチ１４０を反時計回りに
回すことで、第１段階（ロック・ＯＮ）→第２段階（ロック・ＯＦＦ）→第３段階（ロッ
ク解除・ＯＦＦ）と切り替えることができる。なお、時計回り方向をＯＮとするか反時計
回り方向をＯＮとするかは任意である。
【００３４】
　したがって、本内視鏡装置を用いて観察を開始する前の準備段階で、図６(b1) (b2)に
示す第２段階（ロック・ＯＦＦ）に操作スイッチ１４０を操作し、電池蓋の開放や着脱コ
ネクタの離脱を防ぐことができるとともに節電することができる。
　また、一旦ＯＮにした後に一時的にＯＦＦにしたい場合や一時的にＯＦＦにできる状況
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においても、図６(b1) (b2)に示す第２段階（ロック・ＯＦＦ）に操作スイッチ１４０を
操作し、電池蓋の開放や着脱コネクタの離脱を防ぐことができるとともに節電することが
できる。
　第１段階（ロック・ＯＮ）、第２段階（ロック・ＯＦＦ）及び第３段階（ロック解除・
ＯＦＦ）の並び順は、これらの各段階を選択可能にするという観点では任意であるが、以
上説明したことにより第２段階を第１段階と第３段階の間に配置すること好ましい。すな
わち、第２段階（ロック・ＯＦＦ）を経ることなしに第１段階（ロック・ＯＮ）と第３段
階（ロック解除・ＯＦＦ）との相互の切替ができない機構を実施することが好ましい。
【００３５】
　以上の実施形態では、ロック機構は、操作スイッチ４０からロック対象の電池蓋２２又
は着脱コネクタ１１までの範囲に亘って機械的機構により構成された。電池蓋２２に関し
ては、操作スイッチ４０と電池蓋２２との間において第３の部材である蓋ロック部材５０
が機械的に連携する。着脱コネクタ１１に関しては、操作スイッチ４０と着脱コネクタ１
１との間に第３の部材は関与しない。
　例えば、図７に示すように電池蓋２２に関しても、第３の部材を介さず直接的に操作ス
イッチ４０によって電池蓋２２をロックするロック機構を実施することも可能である。
　図７に示すロック機構にあっては、操作スイッチ２４０の一部として径方向に延設され
た蓋ロック部材２５２が、操作スイッチ２４０の回動操作に伴い回動して電池蓋２２に干
渉してロックする。
　以上のように、操作スイッチからロック対象の電池蓋又は着脱コネクタまでの間に第３
の部材を介さないロック機構や、第３の部材として様々な機械要素（例えば歯車、ラック
、ベルト、プーリー、カム、スライダー、ネジ、リンクなど）によって操作力を伝動して
ロックするロック機構を実施することもできる。前者であれば、部品点数が少なく簡素で
省スペースに構成できる。後者であれば、操作スイッチとロック対象との配置の自由度が
増すとともに、操作力の増幅伝達により操作性を向上しやすい。
【００３６】
　図１から図５に示した実施形態は、スライダーとしての蓋ロック部材５０がカムとして
の操作スイッチ４０によってロックする方向（Ｘ軸の正の方向）に押し込まれる動作を実
現する一構成例である。
　他の構成例を図８に示す。図８に示すのは、電池蓋２２に設けた係合突起２２ｂを蓋ロ
ック部材１５０の係合溝１５０ａで保持することでロックする機構である。操作スイッチ
４０によってロックする方向（Ｘ軸の正の方向）に押し込まれるスライダーとしての蓋ロ
ック部材１５０に係合溝１５０ａを形成し、電池蓋２２に係合突起２２ｂを形成する。係
合溝１５０ａは、係合突起２２ｂが侵入する側の端面（Ｚ軸の正の方向側の端面）から切
り込まれ、ロック時スライド方向の逆方向（Ｘ軸の負の方向）に延設されている。必要に
より係合溝１５０ａに連続する溝２３ａを把持部筐体２３に形成する。電池蓋２２を閉め
る過程で係合突起２２ｂが係合溝１５０ａに侵入し、操作スイッチ４０を回動させて蓋ロ
ック部材１５０をＸ軸の正の方向に押し込むことで、係合突起２２ｂを係合溝１５０ａで
捕えて電池蓋２２をロックすることができる。
【００３７】
　また、以上の実施形態に拘わらず、操作スイッチにより動作する電気アクチュエーター
を含み、当該電気アクチュエーターの動力によりロック対象の電池蓋又は着脱コネクタを
ロックするロック機構を実施することも有効である。これを実施するための基本的な回路
例を図９示した。
　例えば図９(a)に示すように、電気スイッチ部品４５によって電池４６の電圧が内視鏡
電気駆動部４７に印加されると同時にソレノイド４８ａに印加される。ソレノイド４８ａ
が電池４６の電圧印加時に動作して電池蓋又は着脱コネクタをロックする機械部分を動か
しロックする構成とすることで実施することができる。
　また、図９(b)に示すように、ソレノイドに代え電動モーター４８ｂが電池４６の電圧
印加時に動作して電池蓋又は着脱コネクタをロックする機械部分を動かしロックする構成
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とすることで実施することができる。なお、このロック機能を無効化するためのスイッチ
４９を設けることもできる。
【００３８】
　なお、挿入部の着脱コネクタのロック機能を実施しない場合においては、挿入部に着脱
コネクタを設けなくてもよいことは勿論である。
【符号の説明】
【００３９】
１     内視鏡装置
１０   挿入部
１１   着脱コネクタ
１１ａ 係合突起
２０   把持部本体
２１   電池装填部
２２   電池蓋
２２ａ ロック穴
２２ｂ 係合突起
２３   把持部筐体
３０   接眼部
４０   操作スイッチ
４２ａ 押え部
４２ｂ 開放部
４２ｃ 傾斜部
４３ａ 押え部
４３ｂ 開放部
４４   底部カム
４４ａ 底面
４５   電気スイッチ部品
４５ａ スイッチ可動部
４６   電池
４７   内視鏡電気駆動部
４８ａ ソレノイド
４８ｂ 電動モーター
５０   蓋ロック部材
５１   ロック端部
５２   操作端部
５２ａ 先端部
１４０ 操作スイッチ
１４３ａ      押え部
１４４ 底部カム
１５０ 蓋ロック部材
１５０ａ      係合溝
２４０ 操作スイッチ
２５２ 蓋ロック部材
Ｆ     ＯＦＦ範囲
Ｎ     ＯＮ範囲
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